
工場立地動向調査は、工場立地法に基づき工場の動向を全国にわたって統一した基準で迅速に調査することに

より、工場立地の実態を把握し、工場立地の適正化及び土地利用の合理化に寄与することを目的に昭和４２年か

ら実施しています。（研究所の立地は、昭和６０年から実施）

〈調査対象〉

・製造業、電気業（水力発電、地熱発電所を除く。）、ガス業、熱供給業

・独立した研究所（民間の試験研修機関で主として製造業、電気業（水力発電、地熱発電所を除く。）、ガス業

又は熱供給業に係る分野の研究所）

〈対象企業〉

工場（研究所を含む。）を建設する目的をもって平成２０年１月１日から１２月３１日までに１，０００㎡以

上の用地を取得（借地を含む。）した企業

【本件に対するお問い合わせ】

近畿経済産業局地域経済部地域開発室 ０６－６９６６－６０１２（直通）
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